
Change,Challenge,Chance

令和8年度診療報酬改定における
調剤行為マスターの変更点等について

審査運営部 コンピュータチェック課

マスター整備係

資料１

【凡例】
項目…各種マスターの項目のこと
フラグ…各種マスターの設定値のこと
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減算コードの追加

▪注15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算と
して、所定点数から15点を減算する。



2Change,Challenge,Chance

減算コードの追加

▪注15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算と
して、所定点数から15点を減算する。

▪注16 注３又は注４と、注５から注８まで又は注12から注15までに規定する点数とを合算した点数
が３点を下回る場合は、３点を算定する。
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調剤基本料１ 47 38 24 19 42 33 19 14 32 27 23 9 4 18 4 -1

調剤基本料２ 30 24 15 12 25 19 10 7 15 10 9 0 -3 4 -5 -8

調剤基本料３（イ） 25 20 13 10 20 15 8 5 10 5 5 -2 -5 0 -7 -10

調剤基本料３（ロ） 20 16 10 8 15 11 5 3 5 0 1 -5 -7 -4 -10 -12

調剤基本料３（ハ） 37 30 19 15 32 25 14 10 22 17 15 4 0 10 -1 -5
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減算コードの追加

▪注15 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算と
して、所定点数から15点を減算する。

▪注16 注３又は注４と、注５から注８まで又は注12から注15までに規定する点数とを合算した点数
が３点を下回る場合は、３点を算定する。

No 調剤基本料 基本名称

1 調剤基本料１ 算出後３点未満（調基１・１００分の８０（５０）・後減・門前）

2 算出後３点未満（調基２・１００分の５０・門前）

3 算出後３点未満（調基２・１００分の８０（５０）・門前）

4 算出後３点未満（調基２・１００分の５０・後減・門前）

5 算出後３点未満（調基２・１００分の８０（５０）・後減・門前）

6 算出後３点未満（調基３（イ）・１００分の５０・門前）

7 算出後３点未満（調基３（イ）・１００分の８０（５０）・門前）

8 算出後３点未満（調基３（イ）・１００分の８０・後減・門前）

9 算出後３点未満（調基３（イ）・１００分の５０・後減・門前）

10 算出後３点未満（調基３（イ）・１００分の８０（５０）・後減・門前）

11 算出後３点未満（調基３（ロ）・後減・門前）

12 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の８０・門前）

13 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の５０・門前）

14 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の８０（５０）・門前）

15 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の８０・後減・門前）

16 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の５０・後減・門前）

17 算出後３点未満（調基３（ロ）・１００分の８０（５０）・後減・門前）

18 算出後３点未満（調基３（ハ）・１００分の８０（５０）・門前）

19 算出後３点未満（調基３（ハ）・１００分の５０・後減・門前）

20 算出後３点未満（調基３（ハ）・１００分の８０（５０）・後減・門前）

調剤基本料２

調剤基本料３（イ）

調剤基本料３（ロ）

調剤基本料３（ハ）
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ベースアップ評価料等の新設
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▪ベースアップ評価料並びに物価対応料の新設に伴い「診療行為識別区分」を変更する。

ベースアップ評価料等の新設

項番 項目名

形式

内容

モード
最大
バイト

項目
形式

21 調剤行為識別区分 数字 2 固定 調剤点数表等に規定する調剤行為の識別区分を表す。

１０：調剤基本料
１１：調剤基本料加算
１２：調剤基本料減算
２０：薬剤調製料
２１：薬剤調製料加算
２２：薬剤調製料減算
３０：薬学管理料
３１：薬学管理料加算
３２：薬学管理料減算
４２：調剤基本料・薬剤調製料・薬学管理料減算
４３：調剤管理料
４４：調剤管理料（時間外等加算）
４５：外来服薬支援料２
５０：その他（仮）
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▪ベースアップ評価料並びに物価対応料の新設に伴い「調剤行為種類（１）」を変更する。

ベースアップ評価料等の新設

項番 項目名
形式

内容
モード

最大
バイト

項目
形式

28 調剤行為種類（１） 数字 2 固定 調剤点数表等に規定する調剤行為の区分を表す。

１：調剤基本料
２：薬剤調製料
３：加算料
４：薬学管理料
５：調剤基本料加算
６：調剤基本料減算
７：その他（仮）
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コード 調剤行為種類⑵

68 調剤管理料１（在宅基幹薬局～）

69 調剤管理料（１以外）（在宅基幹薬局～）

70 調剤管理料（時間外等加算）（在宅基幹薬局～）

71 外来服薬支援料２（在宅基幹薬局～）

72 ３点合成コード

73 リフィル

74 調剤管理料（時間外等加算以外）

75 調剤管理料（時間外等加算以外）（在宅基幹薬局～）

76 在宅移行初期管理料

77 服薬情報等提供料３

78 特別調剤基本料Ａ

79 特別調剤基本料Ｂ

80 施設連携加算（外来服薬支援料２）

81 在宅薬学総合体制加算

82 調剤ベースアップ評価料（仮）

83 物価対応料（仮）

84 訪問薬剤管理医師同時指導料（仮）

85 複数名薬剤管理指導訪問料（仮）

ベースアップ評価料等の新設

▪ベースアップ評価料並びに物価対応料等の新設に伴い「調剤行為種類（２）」を変更する。
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